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四万十市の取組状況 四万十市提供資料

四万十市の取組状況
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「自助、共助」意識の醸成

■地域、学校を中心に「市総合ハザードマップ」などを活用した学習会を実施し、「自らの命は自らが守る」という意識の
醸成に努める。

■大雨時の避難行動を各家庭で事前に確認・共有することを目的に、令和２年度に各地区の「災害・避難カード」を作成
し、市内全戸（約13,000世帯）に配付。

■激甚化・頻発化する自然災害に備えるため、住民自身による土砂撤去や道路啓開など早期の応急活動が行えるよう、
小型重機講習を実施中。

■各自主防災組織では、マンホールトイレの設置や耐震性貯水槽を使った応急給水訓練を実施中。
■チームビルディングを通じて防災の知識や考え方を身につけられる「防災謎解き脱出ゲーム」を実施し、将来、地域の
防災活動を主導できる人材を発掘する。（10月4日：しまんとぴあ）※市内小学校児童４～６年生対象

災害・避難カード

応急給水訓練

防災学習会（小・中学校）

小型重機講習
(令和６年８月中村、令和７年２月西土佐)

防災学習会（外国人）
市制施行20周年記念事業
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災害情報収集・伝達

■大雨災害時の屋外スピーカーによる情報伝達は限界があるため、それを補完（多重化）するための対策を推進。
■浸水センサなどリアルタイムでの情報把握や支援が必要な方への対策をはじめ様々な取り組みを進める。

産経新聞（平成30年7月）

① 防災アプリ「YAHOO！防災速報」を活用した避難情報等の配信
（平成29年9月～）
■登録者数約6,500人（令和7年5月）
-------------------------------------------------------
ヤフー㈱と協定を締結することにより、「YAHOO!防災速報」アプリ利用者の内、
住所地等登録が四万十市の利用者へ、無料で避難情報等の緊急情報の配
信が可能。

② 「LINE」を活用した防災情報の配信（令和2年2月～）
■友だち登録者数約7,700人（令和7年5月）
-------------------------------------------------------
市公式アカウントに友だち登録をしたアプリユーザーへ、無料で各種防災情報
の配信が可能。また、令和5年度よりセグメント配信機能を追加し、地区ごと、
カテゴリごとのきめ細やかな配信が可能。

③ 情報伝達機器の無償貸与（令和3年4月～）
■防災行政無線戸別受信機 730世帯（令和7年3月）
■タブレット端末 9世帯（令和7年3月）
-------------------------------------------------------
IP告知端末（屋内用受信端末）未整備地区内で、上記アプリの活用が見込め
ない世帯（スマホ等未所有世帯等）と要配慮者施設への情報伝達手段として、
戸別受信機を無償貸与。
また、聴覚障害者への情報伝達手段として、市公式LINEを受信設定したタブ
レット端末を無償貸与。 防災行政無線戸別受信機

LINEによる配信内容

YAHOO！防災速報
による配信内容
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災害情報収集・伝達

ワンコイン浸水センサ設置(安並運動公園)

④ ワンコイン浸水センサ実証実験
・大雨による浸水の状況をいち早く把握し、避難情報発令や迅速な災
害対応に役立てる目的で、国土交通省の「ワンコイン浸水センサ実
証実験」に応募。
・四国では令和5年度に「四万十市」といの町が選定。本市では大塚
ウェルネスベンディングと協定を締結し、令和5年12月に安並運動公
園内の２箇所に自動販売機と浸水センサを設置。
・これにより、ピンポイントで浸水情報を把握でき、道路の通行止めや
緊急内水ポンプの稼働タイミングの判断など、迅速な応急対策につ
ながる。

コミュニケーション支援ボード

⑤ 災害時援助用バンダナの配付
・災害時に、聴覚に障がいのある方や、言葉でコミュニケーションが
取れない方のために、「支援が必要」であることをアピールするため
のバンダナを作成。
・市内避難所への設置や希望者への配布、高知県聴覚障害者協会
へ寄附。
・バンダナには「手話・筆談」が必要であることや、その他支援が必要
であることが表示されており、身に着けるだけで、まわりの人へ支
援が必要であることを知らせることができる。
・また、「コミュニケーション支援ボード」を使用し、聴覚障がい、言語
機能障害、外国人など、言葉によるコミュニケーションが難しい方た
ちが、絵や文字を指さしすることにより、コミュニケーションのバリア
フリーを目指す。

災害時援助用
バンダナ
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防災リーダーの育成と幅広い世代への防災意識の啓発

■地域の防災リーダーとなるべき防災士の育成・強化するとともに、より幅広い世代（特に若い世代）への防災意識を啓
発するための防災イベントを企画・実施。

① 防災士の資格取得の推進
■防災士登録者 296名（令和7年5月）
・様々な職種、業務の従事者に防災に関する専門知識を取得して
もらい、各職場、地域の防災力の向上に資することを目的に、取
得経費に対する補助制度を平成26年度に創設。
・これまでに各自主防災組織、建設協会、介護施設等の要配慮者
施設へ資格取得を要請。

② 防災士の育成・強化と防災意識の啓発
■令和6年度：防災学習会4回、防災ｷｬﾝﾌﾟ1回（小学生等26名）

施設見学会等1回（防災士12名）
・市内の防災士資格取得者によって構成されている市防災士会
（平成29年3月設立）が中心となり、防災士のスキルアップのため
の研修会や見学会を開催。また、防災学習会、防災キャンプ等の
イベントを通じ、防災意識の醸成を図る。

防災施設見学会（11月）

防災キャンプ（8月）

高知県自主防災活動事例集で紹介（令和6年3月）

ルームテント設営

ベッド組立

野外炊飯

横瀬川ダム
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高知県の取組状況 高知県提供資料

高知県の取組状況
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国土地理院四国地方測量部の取組状況 国土地理院四国地方測量部提供資料

国土地理院四国地方測量部の取組状況

19



大規模災害時の地理情報提供

○ 令和６年７月２５日からの大雨では、国土交通省災害対策用ヘリコプターが撮影した画像及び標高
データを用いて、浸水範囲における水深を算出して深さを濃淡で表現した「浸水推定図」を作成し、
令和６年９月２０日からの大雨では、国土地理院が撮影した空中写真から、「斜面崩壊・土石流・
堆積分布図」を作成して関係機関に提供するとともにホームページ上に公開しました。

浸水推定図 斜面崩壊・土石流・堆積分布図

正射画像（全体）

正射画像（拡大） 20



水災害教育の支援（自然災害伝承碑の取組）

新刊行の紙地図に掲載

地理院地図
↓

「災害伝承・避難場所」
↓

「自然災害伝承碑」
↓

「災害区分」
↓

地図記号をクリック
伝承碑画像をクリック
↓

碑名、災害名、伝承内容
などが表示されます

○過去に起きた津波や洪水などの自然災害の情報を伝える石碑やモニュメントを「自然災害伝承
碑」として地理院地図などへ掲載することにより、自然災害の教訓を地域のみなさまに適切に
お伝えし、先人の教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽減を目指します。

４７市町村２１１基
令和7年4月24日現在

四国地方の公開状況

防災基本計画（令和6年6月一部修正）

第2編第1章第3節国民の防災活動の促進

4 災害教訓の伝承
国及び地方公共団体は、過去に起こった大規
模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え
ていくため、（略）広く一般の人々が閲覧で
きるよう地図情報その他の方法により公開に
努めるものとする。また、災害に関する石碑
やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意
味を正しく後世に伝えていくよう務めるもの
とする。
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市町村名 初回公開日 最終更新日
四万十市 2017/2/22 2025/1/23

水災害教育の支援

○国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」では、全国
の洪水浸水想定区域や指定緊急避難場所などのデータ更新を随時行っています。

指定緊急避難場所データを更新

（ ）重ねるハザードマップ更新

https://disaportal.gsi.go.jp/

サイトの新機能として、地点の
災害リスク情報がわかりやすく
表示できるようになりました。
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気象庁高知地方気象台の取組状況 気象庁高知地方気象台提供資料

気象庁高知地方気象台の取組状況
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1 今年度の地域防災支援業務の推進状況について（高知県での取組）

・市町村との「顔の見える関係」深化
・気象防災ワークショップの開催
・地域防災計画等への助言
・市町村の過去災害に関する解説資料作成
・市町村の職員研修への講師派遣

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務

平時

・防災メール等による注意喚起
・台風説明会等による注意警戒の呼びかけ
・ホットラインによる助言
・気象庁防災対応支援チーム（JETT）派遣

緊急時

・自治体等と共同で
「振り返り」を実施

災害後

・令和6年台風第10号
台風説明会の開催（２回）
県災対本部会議で解説（右図） （右図）
市町村へのホットラインを実施

・令和６年４月の豊後水道での地震
宿毛市へJETT派遣

・令和6年8月の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）
解説資料に関する説明を実施
県災害対策本部会議で解説を実施
市町村へホットラインを実施

ホットライン等の実施、
JETT派遣

オンラインによる市町村訪問
・出水期前に気象台から発表する
防災気象情報の再確認

・防災メール、ホットラインの紹介

日常的な防災対策へのサポート
・地域防災計画などへの助言

市町村との「顔の見える関係」深化

災害時等の対応を振り返り、平時・緊急時の業務へフィードバック

「振り返り」の業務改善への活用

自治体の防災対応や防災気象情報の利活
用状況を把握するとともに、気象台への
要望や意見交換等を実施。
・令和5年6月の大雨

土佐清水市、四万十市他3市町
・令和5年8月の台風第6号

5町村
・令和6年台風第10号

全市町村へオンラインアンケート
・令和6年台風第10号及び南海トラフ
地震臨時情報（巨大地震注意）
黒潮町、室戸市、宿毛市、津野町

日常的に担当者との緊密な連携を図り、緊急時には自治体の防災対応を積極的にサポート。

県庁対応
リーダー 防災気象官

中部チーム
リーダー 地域防災官

東部チーム
リスクコミュニケー
ション推進官

【県災害対策本部会議へ派遣】

【室戸市との振り返り】

【市町村訪問（オンライン）】

西部チーム
リーダー 調査官

担当総括
地域防災官
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2 新しい防災気象情報（R8出水期から運用開始予定）

防災気象情報（大雨浸水、河川氾濫、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表

対象災害ごとの情報として整理するとともにレベル４相当の情報として危険警報を新設

情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表（例：レベル４大雨危険警報等）
情報と対応する防災行動との関係が明確に。（レベルの数字で、とるべき行動が分かる！）

大雨浸水
低地の浸水や
小さな河川の氾濫

河川氾濫
１級河川などの
大きな河川の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

土石流

高潮
海水面の上昇や
高波による浸水

住民が
取るべき行動

５ レベル５
大雨特別警報

レベル５
氾濫特別警報

レベル５
土砂災害特別警報

レベル５
高潮特別警報 命の危険 直ちに安全確保！

４ レベル４
大雨危険警報

レベル４
氾濫危険警報

レベル４
土砂災害危険警報

レベル４
高潮危険警報 危険な場所から全員避難

３ レベル３
大雨警報

レベル３
氾濫警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人は早めに避
難、避難の準備など

２ レベル２
大雨注意報

レベル２
氾濫注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難行動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

１ 早期注意情報 災害への心構えを高める

※情報名称の最終決定は、法制度などとの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う

新しい防災気象情報の情報体系とその名称
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国土交通省渡川ダム統合管理事務所の取組状況
渡川ダム統合管理事務所

提供資料

渡川ダム統合管理事務所の取組状況
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中筋川ダム・横瀬川ダムの洪水調節実績

27



中筋川ダム・横瀬川ダムの洪水調節実績

■中筋川ダムでは、管理を開始した平成11年以降、58回（平均2.3回/年）の洪水調節を実施。
■流入量最大を記録した洪水は平成28年9月台風16号洪水であり、最大流入量約351m3/s（洪水量50m3/s）を記録。
■降雨量最大を記録した洪水は平成17年9月台風14号洪水であり、9月4日5時から6日23時まで（66時間）の流域平均
総雨量699ｍｍ（計画雨量550mm/2日）を記録した。

■事前放流実施要領を策定した平成18年2月以降、合計45回の事前放流を実施している。
■また、事前放流による容量の確保をより確実なものとするため、貯水位の低下速度を1.0m/日から1.5m/日に実施要
領を令和6年6月に改訂した。

■横瀬川ダムは令和３年７月洪水において最大流入量146.05m3/sを記録した。
■最大流入時の放流量は29.38m3/sであり、中筋川ダムの防災操作のみでは計画
高水位を超過すると想定されたが、横瀬川ダムの防災操作により氾濫危険水位
以下に水位を低減させた。

■事前放流実施要領については令和2年10月に策定し令和5年6月に改訂。
■横瀬川ダム利水放流管の放流能力は限られており、確保可能な容量が限られて
いるものの、利水関係者と連携し、柔軟な対応を行っていく。

令和3年は四国地方の梅雨入りは5月15日と例年より早く、中筋川ダムでは、洪水期制限水位までの水位低下を早め、
洪水期に必要な洪水調節容量を確保するための放流を関係機関に通知を行った上で実施するなど柔軟な対応も行っ
ている。
※通常は、洪水貯留準備水位への低下は洪水期が始まる6月16日に実施。

中筋川ダム

洪水調節

事前放流 2 0

R4 R5

1 1

4 0

R2 R3

0 1

3 2 2 4

合計

58

45- - - - -

H30
H31
（R1

6 62 1 2 0 3 1

43 1 3 2 3 3 6

- - 4 2

31 2 2 2 2 0

H29

3 2 1 0 4 7

H20 H21 H22 H23 H24 H25 R6

1

1

H19H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H26 H27 H28

合計

7

2

R5

2 1 1 1

1 0 1 0

横瀬川ダム

洪水調節

事前放流

R2 R3 R4 R6

2

0
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放流警報看板取替

・放流警報看板の取替を令和６年５月末に実施。
・取替に合わせ記載内容の変更を行った。
（ダムまでの距離と緊急放流時のサイレン方法を追加、ダム情報等の危険レベルに合わせた着色）

中筋川沿い

【取替箇所】
警報所・・・９カ所（黒川、戸内、上沢田、山田、久才川橋、一生原、大井手、仁井田橋、有岡）
中筋川沿い・・・１１カ所

警報所
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令和6年度ダム放流警報説明会

参加関係機関 16名

高知県
○幡多土木事務所 河港建設課
○幡多土木事務所 宿毛事務所 河川港湾課

○宿毛市役所 危機管理課 土木課

○幡多西部消防組合 宿毛消防署
○宿毛市消防団 平田分団

○四万十市役所 地震防災課

○幡多中央消防組合 四万十消防署
○四万十市消防団 中筋分団

高知県警察本部
○宿毛警察署 警備課
○中村警察署 警備課

議題
・中筋川・横瀬川におけるこれまでの浸水被害情報について
・出水時の情報周知について
・洪水予警報等作成システムについて
・その他

令和6年6月3日、下流の関係機関の方を対象としてダム放流時
の対応や放流警報を広く理解してもらうため、中筋川ダム・横瀬
川ダム放流警報説明会をWEB・対面を併用し実施した。
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国土交通省中村河川国道事務所の取組状況 中村河川国道事務所提供資料

中村河川国道事務所の取組状況

31



32

内外水統合型の多段階浸水想定図、水害リスクマップについて



内外水統合型の多段階浸水想定図、水害リスクマップについて

○渡川水系では、主要河川（四万十川、後川、中筋川それぞれの直轄管理区間）の氾濫のみを考慮し、高頻度から低
頻度で発生する降雨規模毎の浸水深とその範囲を表示した多段階浸水想定図と、この想定図を基に降雨規模毎の浸
水範囲を浸水深毎に表示した水害リスクマップを作成しています（令和５年３月公表）。

○今回、主要河川（四万十川、後川、中筋川それぞれの直轄管理区間）に加えて、その他河川及び下水道等からの氾
濫を考慮した内外水統合型の多段階浸水想定図と水害リスクマップを作成・公表し、土地利用や住まい方の工夫及
び水災害を踏まえた防災まちづくりの検討など、流域治水の更なる推進に活用していくものです。

【多段階浸水想定図】
想定最大規模に加え、高頻度から
中頻度で発生する降雨規模毎
（1/10、1/30、1/50、1/100(計画
規模)）に作成した浸水想定図。

【水害リスクマップ】
多段階の浸水想定図を用いて、

降雨規模毎の浸水範囲を浸水深
毎（0.0m以上、0.5m以上（床上
浸水相当）、3.0m以上（１階居
室浸水相当））に重ね合わせて
作成した図面。

主要河川が氾濫した場合の浸水想定図
【確率規模1/10】

主要河川とその他河川、下水道等が氾濫した場合の浸水想定図

【確率規模1/10】

主要河川、その他河川及び下水道等の氾濫による、浸水深
50cm（床上浸水相当）以上の浸水が想定される範囲を表示

主要河川以外からは氾濫
なし

主要河川に加え、その他河川等による
氾濫により浸水が発生する事象を表現

【令和５年３月公表】
主要河川の氾濫のみを考慮

【今回公表】内外水統合型
主要河川に加え、その他河川や下水道等の氾濫を考慮

主要河川の氾濫による、浸水深50cm（床上浸水相当）
以上の浸水が想定される範囲を表示



③ 浸水深３ｍ以上
（１階居室浸水相当以上）

② 浸水深５０cm以上
（床上浸水相当以上）

① 浸水が想定される範囲

水害リスクマップの見方・活用例

⇒ 【土地利用や住まい方の工夫に利用する場合】
居住スペースや１階をピロティ構造（１階を柱だけの空間にして２階以上を居住スペース、あるいは事務所などに
する建築様式）にするなど、建築構造の参考にするなどの活用が考えられます。

⇒ 【企業立地選択等に利用する場合】
浸水頻度の高い場所への施設の立地を避けるほか、浸水確率を踏まえて事業継続に必要な資機材を２階以上に移動する、
止水壁を設置するといった対策の検討に活用することが考えられます。

⇒ 【水災害リスクを踏まえたまちづくり・避難所設置に利用する場合】
立地適正化計画における防災指針の検討・作成への活用などが考えられます。

浸水する頻度は概ね中高頻度
浸水深 50cm以上の頻度は

中頻度～中高頻度

浸水深３m以上の頻度は
概ね中低頻度

３つの図を並べて見比べる



水災害リスクコミュニケーションポータルサイト
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一部抜粋

一部抜粋
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新洪水予警報等作成システムについて
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洪水予報分（PDF形式）の主な変更点
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